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はじめに

名護市では、安全で良質な水道水を安心してご利用いただくために、水源から給水ま

で一元的な水質管理を行つております。

水質検査は、適切な水質管理が行われ、水質基準に適合した水道水が給水されている

かどうかを確認するために定期的に行 うものです。

水質検査計画とは、水質検査を適正に行 うため、検査地点、検査項目、検査頻度など

を定めたものです。

水質検査計画の内容は、次のとおりです。

1.基本方針

水質検査には、供給する水道水が水質基準に適合しているかどうかを確認するための

検査と、原水から浄水処理、送水、配水に至るまでの各工程の水質管理の状況を確認す

るための検査があります。

水質検査計画は、水質基準への適合を確認するための水道法第 20条に基づく水質検

査について作成するものですが、原水や水質管理目標設定項目等、水質基準以外の項目

についても、その重要性及び適切な浄水処理の維持管理上の必要性から水質検査計画に

位置付けて検査を行います。

① 水質検査地点について

検査地点は、水質基準が適用される蛇口に加え、水源、浄水場出口とします。

② 検査項目について

検査項目は、水道法で義務付けられている水質基準項目等 (水質基準 50項目、

色、濁り、消毒の残留効果)と水質管理目標設定項目、適切な浄水処理の維持管

理上必要な項目及び水源の状況を把握するのに必要な項目とします。

③ 検査頻度について

検査頻度は、水源の種類、過去の検査結果などに基づいて、検査項目に応じて

検査頻度を設定し検査を実施します。
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水道事業の概要

① 事業の概要

事業名         名護市水道事業

給水区域 (別表 12)  名護市全域 (源河簡易水道除く)
事業認可年度      平成 16年 ■月 2日 (第 7回認可変更)

目標年度 (平成 30年度) 平成 21年度実績

給 水 人 口 59,900人 56,277人

一 日最大給水量 35,6001n3 23,003■13

一 日平均給水量 30,2001n3 20,769Ⅱ18

② 浄水施設の概要

浄水場名 名護市中央浄水場 辺野古浄水場 県企業局名護浄水場

所在地 募争⊃K1219-3 辺野古 1985 大】ヒ3-28-36

水源

・潮平)ll湧水

・羽地大川

・見取原地下水

・九年又ダム

・企業局浄水受水

・辺野古ダム 源河)||

平南川

武見)ll

座津武川

羽地ダム

処理能力 18,500m3/日 4,500m3/日 27,000m3/日

浄水処理方法 急速ろ過 急速ろ過 急速ろ過

給水区域
名護市街地域

屋部地域
名護市東海岸地域

伊差サ|1区以北及び

大北区の一部

部瀬名地域の一部

(名護浄水場は、県企業局の平成 20年度水質年報より引用)

2/7



3.原水及び水道水の水質状況

名護市の水源において水質管理上留意しなければならない項目及び原水管理の注意

点は下表のとおりです。

(企業局受水は、県企業局の平成 21年度水質検査計画書より引用)

浄水場では、これらの原水管理の注意点を踏まえて、適切な浄水処理を行つています。

水道水はこれまでの検査結果から水質基準を十分満足しています。

4.水質検査地点

① 蛇日

浄水場系統別に検査地点を選定し、合計で市内 9ヶ所の地点にて検査を行いま

す。 (参照 :検査地点 男町表 1～ 6及び別表 13検査地点図)

② 浄水場及び水源

浄水場については、浄水場出口において浄水処理工程が適切に行われているこ

との確認のための検査を行います。

水源については、それぞれの水源で検査を行います。

5,水質検査項目及び検査頻度

① 水質基準が適用される蛇口における水質検査項目と頻度

区分 ダ ム 河)II 地下水 湧水 企業局受水

対象水源
九年又ダム

辺野古ダム
羽地大川 見取原地下水 潮平)II湧水 浄水受水

原水管理の注

意点

。富栄養化の

進行

・農薬散布

・降雨による

高濁水発生

。安全揚水量

の設定

。地質由来成

分の混入

。海水混入

。降雨による

高濁水発生

水質管理上留

意すべき項目

・臭気物質

・ 鉄

・マンガン

・ トリハロメ

タンの生成

。濁度

・臭気物質

・蒸発残留物

・硬度

・塩化物イオ

ン

。蒸発残留物

・硬度

。濁度

・塩化物/Fオ

ン

。濁度

。塩化物イオ

ン

・臭気物質
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(1)水質検査項目

別表 1～ 6の各検査地点において、法令に基づく水質検査 (水質基準 50項

目)を行います。また、別表 7の 5項目については毎日検査を行います。

(2)検査頻度

検査頻度については、過去の検査結果及び水源の状況等を勘案し、下表のと

おり設定し、検査を行います。 (参照 :検査地点 丹町表 1～ 6)

② 名護市が水質管理上必要とする水質検査項目と検査頻度

(1)水質管理目標設定項目については、浄水及び原水において、水源の種別及び使

用する薬品等によつて留意すべき項目を別表 8の とおり個別に設定し、年 1回の

検査を行います。

(2)原水水質の把握及び浄水処理工程において適正な水質管理を行うため、各原水

水質検査を別表 9に設定した 38項目について、年 2回検査を行います。

(3)農薬類について、地元農協協同組合 (JA)か らの資料等をもとに別表 10に設
定した 76項目を各原水において年 1回検査を行います。

検査頻度 検査地点 検査項目

毎日検査 月Uラ表  1～ 6
・色、濁り、消毒の残留効果、異常な臭味、pH値の 5項目

(別表 7参照)

毎月検査

丹唯表  1～ 6 ・ No。 1、 No。 2、 No.37、 No.45～ 50の 9項 目

男可:表  1～ 3 No。25の 1項 目

別表   4 ・No。 22、 No.24、 No.26、 No.28、 No。 29、 No。 33の 6項 目

年 4回検査

別表  1、 2
。No.3、  No。 9、  No.15、  No.20～ 24、  No.26～ 30、  No.32、

No.38、 No.39の 16項 目

丹lJヲ受  5 。No.3、 No.9、 No.15、 No.20～ 30、 No.32の 15項目

別表   2 。No.85、 No.43の 2項 目

別表   3、  6 ・全 50項 目検査 (過去の検査結果データが十分にないため)

別表  4
・ No。 3、  No。 9、  No.15、  No.20、  No.21、  No。 23、  No。 25、

No.27、 No。 30、 No.32、 No.36の 11項 目

年 1回検査 別表   1｀
 2、

4、 5

。これまでの検査の結果から 3年に 1回まで検査頻度を緩

和できる項目についても、水質が安定して良好であること

を確認するために、年 1回検査を行います。

その他 別表   1～ 6
。臭気物質である No.41、 No.42の 2項 目について、原因

藻類発生時期に月 1回以上の検査を行います。
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6.

(4)浄水場出口では、別表 11に設定した通り検査を行い、適切に浄水処理が行われ

ていることを確認します。

(5)水系感染症の原因生物であり、塩素消毒に耐性をもつクリプトスポリジウム、
ジアルジアについて、年 4回の頻度で検査を行います (別表 12)。 検査地点は、

浄水では中央浄水場系統として中央浄水場出日、辺野古浄水場系統として辺野古

浄水場出日、県企業局受水系統として屋我地支所の 3地点で検査を行います。原

水では各原水において検査を行います。クリプ トスポヅジウム等の混入の恐れを

示す指標菌 (大腸菌、嫌気性芽胞菌)については、各原水において毎月検査を行

います。

水質検査方法

① 毎日検査については、自己検査で行います。

② 水質基準項目及び名護市が独自に行う水質検査については、厚生労働大臣登録機関

への検査委託で行います。

③ 水質基準項目等の検査方法については、国が定めた水道水の検査方法に基づいて行

います。その他の検査方法は、上水試験方法 (日本水道協会)等に基づいて行いま

す。

臨時の水質検査

水源などで、次のような水質変化があり、その変化に対応した浄水処理が行うことが

できず、蛇口の水で水質基準を超える恐れがある場合には、直ちに取水を停止して、必

要に応じて水源、浄水場及び蛇口などから採水して、臨時の水質検査を行います。

① 不明の原因により色、濁りに変化が生じるなど水質が著しく悪化した場合。

② 魚等が多数死んだ場合。

③ 臭気等に著しい変化が生じるなどの異常があった場合。

※ 臨時の水質検査は、水質異常が発生したとき直ちに行い、水質異常が収束し、蛇
口の水の安全性が確認されるまで行います。

7.
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8.水質検査の精度と信頼性保証

水質検査の実施にあたり、その精度管理と信頼性の保証が重要であることから、名護

市は次のことに留意して、厚生労働大臣登録機関に委託することにしています。

① 分析技術者や水道技術管理者等の人材が十分に確保されていること。

② 高度の分析機器や精度の高い検査体制が整備されていること。

③ 品質保証や顧客サービスの向上に関する ISOの取得や特定計量証明事業者認定な

どを取得していること。

④ 毎年、国や県などが実施する精度管理の評価試験において高い評価を得ていること。

⑤ 水質異常時に24時間いつでも迅速な対応ができること。

9.水質検査計画及び水質検査結果の公表

水質検査計画に基づいて行つた水質検査の結果については、名護市水道部のホームペ

ージを利用して速やかに公表しています。 (参照 :図 1.水質検査計画策定の概念)

図 1.水質検査計画策定の概念

名護市水道部

検査計画案の検討

検査の評価

①計画案の公表

②検査計画案に対する意見

③策定した検査計画の公表

④検査結果の公表

需要者 (市民)
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10. 関係者との連携

① 水道水が原因で
―
水質事故等が発生した場合には、関係課及び関係機関と連携して水

質検査等を行い適切な措置を行います。

② 水源で水質汚染事故等が発生した場合には、関係課及び関係機関と連携して情報交

換を図りながら、現地調査を行い、浄水場での処理を強化して安全で良質な水道水

を供給するよう努めます。

水質検査計画に基づいて実施した検査結果は、水質基準等に適合しているか否か等の

評価を行います。

また、この水質検査計画は、毎年見直しを行います。

この水質検査計画に対する皆様のご意見をお寄せください。

問い合わせ先 名護市水道部施設課 名護市中央浄水場
〒905-0005 名護市為又 1219-3

Te1 0980-52-2264 Fax 0980-52-1425

E― maユ ,Ousupcitynago.okinawattp
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検査地点

項 目

No
水質基準項 目 基準値   省略の可否  基本検査頻度 実施検査頻度 ―          設定理由

100個 /mと以下
1回 /月

一般細菌

41水銀及びその化合物

51セレン及びその化合物

大腸菌

カドミウム及びその化合物
※1

検出されないこと   X

0003 mg/L以 下   〇

0 0005 mg/L以 下   ○

001 mg/L以下   O

1回 /月    1省 略不可項目

1回 /3月   1基準値変更のため基本検査頻度とする

1回 /年    1安 全確認のため

1回 /3月   省略不可項 目

I回/年    安全確認のため

割瑚t‰τ轟醗 1撚駄快雫
―
!|

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物

ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

001 mg/L以下    O

001 mg/L以下 ―  O

10 mg/L以下    O

08 mg/L以下  1  0

10 mg/L以 下

0002 mg/L以 下

〇

一
〇

O

O

1,牛ジオキサン

シスー1.2-ジクロロエチレン及び
トランスー1,2-ジクロロエチレン

005 mg/L以下

1 004mg/L以 下 1回 /3月
過去の検査結果データが不十分のため、基本検査頻度と
する

“

ジクロロメタン

1'I写卜55乙占二手jチ

憎
1壁
口
F丑控 I化

191ベンゼン

201塩素酸

ち1'品酢邑
~

002 mg/L以下

001 mg/L以下

〇

　

〇

Ｏ

　

Ｏ

1回 /年    安全確認のため
001 mg/L以下

001 mg/L以下

06 mg/L以下

002 mg/L以下

クロロホルム 006 mg/L以下

004 mE/L以下

01 mg/L以下

1回 /3月 省略不可項 目

ジブロモクロロメタン

臭素酸

リハロメタン

001 mg/L以下 1回/月 安全確認のため(省略不可項目)

01 mg/L以下

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

02 mg/と 以下

003 mg/L以下 1回 /3月   十省略不可項 目28

29

30

31

ブロモホルム

ムアルデヒド

及びその化合物

009 mg/L以下

008 mg/L以下

10 mg/L以 下

03 mg/L以下    O

371塩化物イオン           200 mg/L以 下 I  X

1回 /年   .性 状確認のため

1回 /3月   .ア ルミユウム系凝集剤を使用しているため

1回 /年   i性 状確認のため

‐   1回 /月    1省 略不可項 目

1回 /3月
自然由来等により原水で基準値の 1/2以上検出されて
いるため、基本検査頻度とする

亜鉛及びその化合物

ルミニウム及びその化合物 02 mg/L以下

びその化合物 10 mg/L以 下

ム及びその化合物 200 mg/L以 下 〇

361マンガン及びその化合物     . 005 mg/L以下 1  0

1  0

1回 /月

1回 /3月

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300 mg/L以下 |  〇

蒸発残留物           500 mg/L以 下 1  0

陰イオン界面活性剤        02 mg/L以 下 1  0  1 1回 /年   1性 状確認のため

原
暗 ョ制 Fに

原
嘴 ョ制 rに 1原因藻類の発生のおそれがあるため許 6回実施

ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール

431非イオン界画活性剤

000001 mg/L以 下

0 00001 mg/L以 下

○

O

002 mg/L以下 O
1回/3月 1回 /年    1性 状確認のため

坦}幻要 _ ___ :!005mノ L以下
451有機物(全有機炭素(TOC)の量)   3 mg/L以 下

O

46 pH値

481臭気

58以上 86以 下 I  X

471 味                異常でないこと ,  X
1回 /月 1回 /月   1省略不可項目

異常でないこと

491色度

濁度

5度以下

2度以下

別表 1 法令に基づく水質検査

省略の可否について :これまでの検査結果等から検査頻度を省略することができる項目

※1カドミウム及びその化合物は、平成22年度より、基準値が0 01mg/L以 下から0 003mg/L以 下に強化されました。

※2トリクロロエチレンは、平成23年度より、基準値が0 03mg/L以下から0 01 mg/L以下に強化されます。



ンプ

実施検査頻度            設定理由

士ュ翌二!坐生≧二J__⊇

1瑠Ⅵ夏∵1旦_1

2

3

4

5

一般細菌

大腸菌

カドミウム及びその化合物
※1

水銀及びその化合物

セレン及びその化合物

1回 /月 1回 /月

1回/3月

1省略不可項目

1基準値変更のため基本検査頻度とする

6

7

8

9

1鉛及びその化合物

|ヒ素及びその化合物

|六価クロム化合物

〔6 ジクロロメタン

17 テトラクロロエテレン

18 トリクロロエチレン※2

191ベンゼン

1鴛欺採|:
1回 /年 安全確認のため

シアン化物イオン及び塩 1ヒシアン

1硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

|フッ素及びその化合物

|ホウ素及びその化合物

十四塩化炭素

1,4-ジオキサン

1回 /3月 省略不可項 目

10

11

12

13

14

朽命瑠
=号
号設辛静

10 mg/L以下

08 mg/L以 下

O

O

O

1回 /年   1安 全確認のため

1回 /3月
―過去の検査結果データが不十分のため、
|する

005 mg/L以 下 |  ○

004 mg/L郷
|○

001 mg/L以 下 1  0

001 mg/L以 下 ―  O

!!02壁LT I O
1 001 mg/L以 下  1  0

1回 /年 1安全確認のため

1回 /3月

201塩素酸

211クロロ酢酸

1 06 mg/L以 下

1 002mg/L以 下

221クロロホルム

231ジ クロロ酢酸

241ジブロモクロロメタン

251臭素酸

26総トリハロメタン

27トリクロロ酢酸

231ブロモジクロロメタン

291ブロモホルム

30ホルムアルデヒド

31 亜鉛及びその化合物

32アルミニウム及びその化合物

33鉄及びその化合物

34+銅及びその化合物

351ナトリウム及びその化合物

361マンガン及びその化合物

371塩化物イオン

38:カルシウム、マグネシウム等(硬度)

391蒸発残留物

40陰イオン界面活性剤

411ジェオスミン

422-メチルイツボルネオール

43非イオン界面活性剤

1 006mg/L以 下

1 004mg/L以 下

1回 /3月 省略不可項 目

1 01mg/L以 下

1 001 mg/L以下

|,08mノITl r l
10 mg/L以 下  1  0

02 mg/L以下 1  0  1
03 myど以下キ

~罠

デ |
10 mg/L以 下  1  0  1

200 mg/L以下 1  0  1

200 mg/L以 下

1回 /3月

IЬ常紹 ズ ;下 |:~1言毬≦類莫二冨藻
|^^^^_  ゎ .、1-|  ハ ~  月に1回 以上
1 000001 mg/L以 下1  0    

月1~[凹ツ

|     |
l m2mノ
L断
101 M月

1回 /月 安全確認のため (省略不可項目)

1回 /3月   十省略不可項 目

1回 /年   1性 状確認のため

1回/3月   |ア ルミニウム系凝集剤を使用しているため

1回 /年

一   1性 状確認のため
1回/3月    |

1回 /年

1回 /月    1省 略不可項目

01 mg/L以 下

1 02 mg/L以 下

1 003 mg/L以
下

009 mg/L以 下  I  X

1回 /3月
1自 然由来等により原水で基準値の 1/2以上検出されて
いるため、基本検査頻度とする

1回 /年   性状確認のため

原因藻類発
歳瞳
期に
1原
因藻類の発生のおそれがあるため、年 6回実施

1回/3月  遷弼¥甲勇衰犠貫酷逹讐星哩鍵手電∝1/5以下の判断がで
441フェノール類 0005 mg/L以 下

|
○ 1回 /年   性状確認のため

1回 /月    省略不可項 目

pHl芭

有機物 (全有機炭素(TOC)の 量 ) 3 mg/L以 下  |

58以上 86以下

４７

一

４８

一

４９

味

臭気

色度

―
・１十
一‐
‐
十
１

1回 /月

異常でないこと I  X

5度以下   I  X

501濁度 2度以下

別表 2 法令に基づく水質検査

省略の可否について :これまでの検査結果等から検査頻度を省略することができる項目

※1カドミウム及びその化合物は、平成22年度より、基準値が0 01mg/L以下から0 003mg/L以下に強化されました。

※2トリクロロエチレンは、平成23年度より、基準値が0 03mg/L以 下から0 01mg/L以 下に強化されます。



別表 3

検査地点

法令に基づく水質検査

省略の可否について :これまでの検査結果等から検査頻度を省略することができる項目

※1カドミウム及びその化合物は、平成22年度より、基準値が0 01mg/L以 下から0 003mg/L以下に強化されました。

※2トリクロロエテレンは、平成23年度より、基準値が0 03mg/L以 下から0 01 mg/L以 下に強化されます。

近

41水銀各受t?些三空__ _ __P!甲 inィ L以下   O

目|
水質基準項 目 基準値   省略の可否  基本検査頻度   実施検査頻度 設定理由

No l

1回 /月    省略不可項 目
1 検出されないこと

―
  X  !

. 0003 mg/L以
下 1  0

51セレン及びその化合物 001 mg/L以下    O
I回 /3月    1季憲

の検査結果データが不十分のため、基本検査頻度

61鉛及びその化合物 001 mg/L以下   O

001 mg/L以下   O71ヒ素及びその化合物

8十 六価クロム化合物         005 mg/L以 下    O

9シチン化物イオン及悲五イヒシアj:∫誘∴Й政下  X I 1回/3月   1省 略不可項 目

l!l硝41窒素及び亜硝酸態窒手  1 1ュ
m主!P下  ! _ Q_

111フッ素及びその化合物        08 mg/L以 下  1  0

10 mg/L以 下 ―  ○

0002 mg/L以下    O

14 1,牛ジオキサン 005 mg/L以下   ○

1回 /3月
   |;惹

の検査結果データが不十分のため、基本検査

15命文街涯埒B話睾静   004 myL以下
― ○

161ジ クロロメタン

171テ トラクロロエチレン

002 mg/と 以下   O

001 mg/L以下 ―  ○

001 mg/L以下    O

001 mg/L以下    O

201塩素酸

211クロロ酢酸

06 mg/L以下     X

1回 /3月   !省 略不可項 目221クロロホルム

231ジクロロ酢酸

002 mg/L以下    X

006 mg/L以下  ―  X

004 mg/L以下    X

241ジブロモクロロメタン 01 mg/L以 下

261総 トリハ ロメタン i 01 mg/L以下  I  X

02 mg/L以下  I  X  I

1   1回 /月    1安 全確認のため (省略不可項目)

1回/3月    省略不可項 目

27トリクロロ酢酸

281プロモジクロロメタン 003 mg/L以下  I  X

291ブロモホルム           009 mg/L以 下    X  I

301ホルムアルデヒド         008 mg/L以 下   X

311亜 鉛及びその化合物 10 mg/L以下 ○

32ア ルミニウム及びその化合物  |,そ Tノ
L以
二 I P 二

03 mg/L以下 |  ○
1回/3月   |,意

の検査結果データが不十分のため、基本検査頻度

341銅 及びその化合物 10 mg/L以下 ○

351ナトリウム及びその化合物 200 mg/と 以下   O

361マンガン及びその化合物 1 005mg/L以 下 1  0

371塩 化物イオン 200 mg/L以 下    X     l回 /月       1回 /月    1省 略不可項 目

381カルシウム、マグネシウム等(硬度)i 300 mg/L以 下   ○

1回/3月   :,意
の検査結果データが不十分のため、基本検査

391蒸発残留物 : 500 mg/L以 下

! 02 mg/L以下

○

○

1回 /3月

401陰 イオン界面活性剤

411ジェオスミン          ｀00001 mg/L以 下1  0  -原 因藻類発生時期に 原因藻類発生時期に
1原因藻類の発生のおそれがあるため、年 7回実施

馬
平
島辱玩ラテ雨レネオール ~~1100001mプ L以下  5下  月に

1回以上 1 月に
1回以_

431非 イオン界面活性剤 . 002 mg/と 以下    O
―――‐ -                    1回 /3月

1 0005 mg/L以下   O
1回/3月   響意

の検査結果データが不十分のため、基本検査頻度と

441フェノール類

451有 機物(全有機炭素(TOC)の 量)   3 mg/L以 下    X

46 1pH値

471味

48F臭 気

491色 度

.58以
上 86以下    X

異常でないこと    X
――――――――――――

-    1回
/月 1回 /月    省略不可項目

異常でないこと

501濁 度

5度以下     X

2度以下     X



検査地点 久志公民館、底仁屋橋付近

水質基準項目
1省
略の可否

十 
基本検査頻度

 1 
実施検査頻度

一般細菌

大腸菌

カドミウム及びその化合物
※I

水銀及びその化合物

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

100個/mL以下 |

検出されないこと |一　
一
一

1回 /月 1回 /月    1省 略不可項目

1   1回/3月   1基準値変更のため基本検査頻度とする

1 001 mg/L以 下  |

0003 mg/L以 下 |

00005 mg/L以 下 |

1 001 mg/L以 下

1   1回 /3月

O

O

O

O 1回 /年   十安全確認のため

1回 /3月   省略不可項目

1回 /年   1安 全確認のため

1回 /年   十安全確認のため

1回 /3月 1省略不可項目

1回 /月    1安 全確認のため (省略不可項目)

ヒ素及びその化合物       1 001 mg/L以 下 i  O

六価クロム化合物       1 005mg/L以 下 1  0

シアン化物イオン及び塩化シアン

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物

ホウ素及びその化合物

ジクロロメタン

テトラクロロエチレン

トリクロロエチレン
※2

O

001 mg/L以 下

10 mg/L以 下

Ｏ
　
Ｏ

上08 mg/L以 下

10 mg/L以 下

,31四 塩化炭素 1 0002 mg/L以下
―  〇  |

1議岳ノL添「
~δ
 l14 1,4-ジオキサン

准菊夕缶逐埒Bミ 群  l α04mプ L以下 1 0 1     1 1回 /朗  1過
去の検査結果データが不十分のため、基本検査頻度と
する

!_     1            ___  _ _1

002 mg/L以 下 1  0
001 mg/L以 下 i  O

001 mg/L以 下 :  O

191ベンゼン

201塩素酸

001 mg/L以 下 i  O

クロ田酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

___|_!。そmg`ヒμ下_1  上

1 06 mg/L以 下 1回 /3月    十

――

006 mg/L以 下 I  X

004 mE/L以 下 I  X
|=望
y唖1項
目

1安全確認のため (省略不可項目)ジプロモクロロメタン

臭素酸

01 mg/L以 下

200 mg/L以 下

+   1回 /3月

1回 /月

1回 /月

1回 /3月

1回/年

25

26

2フ

28

ロヽメタン

トリクロロ酢酸

001 mg/L以 下 I  X  :

"mレ
と麻  f i

02 mg/L以 下  I  X  I
003 mg/L以 下 I  X  I

1省略不可項 目

lh人 権 圭コ不 I1安全確認のため (省路不可項目)

1   1回 /3月   i省 略不可項目
|―

 ―― ― ―
― ― ―

 

―

― ―
― ―

―

―

  ―

|        |
1   1回 /月    :安全確認のため(省路不可項目)

モジクロロメタン

モホルム

アルデヒド

亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物

003 mg/L以 下  I  X

1 10 mg/L以 下  i  O

02 ng/L以 下 :  O

1 03mg/L以 下
|

1 10 mg/L以 下

省略不可項目

性状確認のため

斗及びそ皓物
|  _____ _  _   __

341銅及びその化合物

JI警警聖  __
401陰イオン界面活性剤

411ジェオスミン

4212-メチルイツボルネオール

431非イオン界面活性剤

44フェノール類

有機物 (全有機炭素lTOC)の量 )

pH値

005 mg/L以 下

,0!mノヒ以下_|__⊇__二
1回/3月

02 mg/L以 下  1  0

1   1回 /3月 アルミユウム系凝集剤を使用しているため

1回 /月    :省 略不可項目

1回/年   :性 状確認のため

1回 /年   :性 状確認のため

1回 /月    1省 略不可項目

O
1呻 議 臨 認

で基準値餌 々 以上検出されて

1回/年   !性 状確認のため

個朋 想擦 巽留聾墳置吾嘉季
の枕以上検出されて

〇

一
〇

一　

〇

35ビトリウム及びそ2化合物
|

一下
十

１
１
１

361マンガン及びその化合物

37

38

味

J型翌
m型聖生里下 _生 _| 原

島詩初
に 原
弓読s亀歳ヒ

期に

:原
因藻類の発生のおそれがあるため46回 実施

0005 mg/L以 下

3 mg/L以下

58以 上 86以 下

異常でないこと

|  〇  |

|       
―

一

   
― ― ■

l    x   l

I    X    I

I回/3月

1回 /月

顛
一離
．雄

異常でないこと |

5度以下   |

2度以下   |

200 mg/L以 下

300 mg/L以下

化物イオン

ルシウム、マグネシウム等(硬度)

別表 4 法令に基づく水質検査

省略の可否について :これまでの検査結果等から検査頻度を省略することができる項目

※1カドミウム及びその化合物は、平成22年度より、基準値が0 01mg/L以下から0 003mg/L以 下に強化されました。

※2トリクロロエテレンは、平成23年度より、基準値が0 03mg/L以下から0 01mg/L以下に強化されます。



別表 5

検査地点

法令に基づく水質検査

所、喜瀬流量計室

省略の可否について :これまでの検査結果等から検査頻度を省略することができる項目

※1カドミウム及びその化合物は、平成22年度より、基準値が0 01mg/L以 下から0 003mg/L以下に強化されました。

※2トリクロロエチレンは、平成23年度より、基準値が0 03mg/L以 下から0 01mg/L以下に強化されます。

頃目
|

No l
水買基準項 目 基準値 省略の可否  基本検査頻度 実施検査頻度 設定理由

1 十一般細菌

21大腸菌

100個/mL以 下    X
1回 /月       1回 /月    省略不可項目

検出されないこと   X

31ヵドミウム及びその化合物
※1    0003 mg/L以 下   ○ 1回/3月   基準値変更のため基本検査頻度とする

41水銀及びその化合物

算 処

0 0005 mg/L以 下

001 mg/L以下

○

○

〇

〇

〇

61鉛及びその化合物 001 mg/L以下

001 mg/L以下

1回 /年    安全確認のため

1回 /3月    省略不可項 目

71ヒ 素及びその化合物

8六型クロ4とt空
91シアン化物イオン及び塩化シアン

005 mg/L以下

001 mg/L以下

101話酸態窒素及び亜1酸態妻
=11 フッ素及びその化合物

121ホウ素及びその化合物

131四塩化炭素

141,4-ジ オキサン

"奇名鶴B離静

10 mg/L以下

08 mg/L以下

O

O

10 mg/L以 下

0002 mg/L以 下

○

　

○

1回/年 安全確認のため

過去の検査結果データが不十分のため、基本検査頻度と
する

005 mg/L以 下

004 mg/L以下

O

○ 1回 /3月

16ジクロロメタン           002 mg/L以 下   O

171テトラクロロエテレン        001 mg/L以下   O
1回/年    安全確認のため

181トリクロロエチレン
※2

191ベンゼン

001 mg/L以下   ○

001 mg/L以下   0     1回 /3月

201塩素酸

211ク ロロ酢酸

炒 如 口相 レム

231ジクロロ酢酸

06 mg/L以下

002 mg/L以下

006 ng/L以下

004 mg/L以下 Ｘ

　

一　

Ｘ,41゛ , 01 mg/L以下

001 mg/L以 下

241ジブロモクロロメタン

251臭素酸

26総トリハロメタン

2フ トリクロロ酢酸

1回 /3月    省略不可項 目

01 mg/L以下

02 mg/L以下

281プロモジクロロメタン        
ー

291プロモホルム          |
301ホルムアルデヒド        |
311亜鉛及びその化合物      |

003 mg/L以下

009 mg/L以下

008 mg/L以下

10 mg/L以 下

Ｘ
　

Ｏ 1回 /年    性状確認のため

321アルミニウム及びその化合物    02 mg/L以下    O 1回 /3月   アルミユウム系凝集剤を使用しているため

1回 /年    性状確認のため

331鉄及びその化合物

34-銅及びその化合物

03 mg/L以下    O

10 mg/L以 下    O

351ナトリウム及びその化合物     200 mg/L以 下   O

361マンガン及びその化合物      005 mg/L以 下   O

371塩 化物イオン 200 mg/L以 下  ―  X     l回 /月       1回 /月    !省 略不可項目

381カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300 mg/L以下 ‐  O

391蒸発残留物

401陰イオン界面活性剤

500 mg/L以 下    0     1回 /3月       1回 /年    !性 状確認のため

02 mg/L以下    O

41 ジェオスミン           0 00001 mg/L以下   O  原因藻類発生時期に 原因藻類発生時期に 原因藻類の発生のおそれがあるため、年6回実施
4212-メチルイソボルネオール    1 0 00001 mg/L以 下   ○    月に1回以上    月に1回以上

431非イオン界面活性剤 002 mg/L以下   ○
二-             1回 /3月       1回 /年    :性 状確認のため

441フェノール類 0005 mg/L以 下   ○

451有機物(全有機炭素(TOC)の 量)   3 mE/L以 下    X

46 pH値

47味

481臭気

491色度

58以上 86以下    X

異常でないこと
―
-     1回 /月      1回 /月    ―省略不可項 目

異常でないこと    X

5度以下     X

501濁度 2度以下   ―  X



査地点

省略の可否― 基本検査頻度 1 実施検査頻度

一般細菌 100個 /mL以 下
1回 /月 1回 /月 省略不可項目

2

3

4

5

1カ農ウム晟びぞ晟お物�
~
検出されないこと ,

0003 mg/L以 下

Ｘ
　

Ｏ

1水
銀及びその化合物

|セ
レン及びその化合物

0 0005 mg/L以 下

001 mg/と 以下

Ｏ

　

Ｏ

61鉛及びその化合物

71ヒ素及びその化合物

1回 /3月
過去の検査結果データが不十分のため、基本検査
する

001 mg/し 以下

001 mg/L以下

O

O

8十六価クロム化合物
51シデラ化易イオン夏び逓化シテう

005 ng/L以下    O

001 mg/L以下    X

10 mg/L以 下    O

03 mg/L以下    O

1回 /3月    省略不可項 目

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物

ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

10 mg/L以 下

0002 mg/L以 下

O

O

141,牛ジオキサン 005 mg/L以下 O

悔読名姿B講辞
1回 /3月

1過去の検査結果データが不十分のため、基本検査頻度―
する004 mg/L以下 ○

161ジクロロメタン 1 002mg/L以 下
. 001 mg/L以

下

○

O17トトラ亮正5τン
~

181トリクロロエテレン
※2 001 mg/L以下

001 mg/L以下

○

O高「〈ジら
~~~ ~

1回 /3月

塩素酸

クロロ酢酸

06 mg/L以下

1 002 mg/L以 下

1 006 mg/L以 下221クロロホルム

231ジクロロ酢酸 004 mg/L以下

01 mg/L以下

001 mg/L以下

01 mg/L以下

241ジプロモクロロメタン

251真素酸 1回 /3月   1省 略不可項 目

261総 トリハロメタン

27トリクロロ酢酸 02 mg/L以下

281プロモジクロロメタン + 003 mg/L以 下

+ 009 mg/L以 下291ブロモホルム

301ホルムアルデヒド 008 mg/L以下

311亜鉛及びその化合物 10 mg/L以 下 O

321アルミニウム及びその化合物 02 mg/L以下 O

331鉄及びその化合物 03 mg/L以下 ○
1過去の検査結果データが不十分のため、基本検査頻度と
|する

1回 /3月

３４

・
３５

びその化合物 10 mg/L以 下

200 mg/L以 下

O

〇ナトリウム及びその化合物

005 mg/L以下

200 mg/L以 下

300 mg/L以 下

500 mg/L以 下

O

1回 /月 1回 /月    1省 略不可項 目

カルシウム、マグネシウム等(硬度) ○

○

O

39ィ蒸発残留物
401陰イオン界面活性剤 02 mg/L以下

1回 /3月 1回/3月
過去の検査結果データが不十分のため、基本検査頻度と
する

411ジェオスミン 1 0 00001 mg/L以下

1 0 00001 mg/L以下

°  1原 因藻類発生時期に

6  1  月に1回以上

O

原
弓爵期

に
:原因藻類の発生のおそれがあるため洋 7回実施

4212-メチルイツボルネオール

非イオン界面活性剤

フェノール類

有機物(全有機炭素(TOC)の 量)

002 mg/L以下
1回 /3月 1回/3月

過去の検査結果データが不十分のため、基本検査頻度と
する0005 mg/L以下 ○

46 pH値

3 mg/L以 下

58以 上 86以下

471味 異常でないこと
1回 /月    省略不可項 目1回/月

48+臭気

491色度

異常でないこと    X

5度以下  
―  X  I

501濁度 2度以下   I  X

別表 6 法令に基づく水質検査

省略の可否について :これまでの検査結果等から検査頻度を省略することができる項目

※1カドミウム及びその化合物は、平成22年度より、基準値が0 01mg/L以下から0 003mg/L以下に強化されました。

※2トリクロロエチレンは、平成23年度より、基準値が0 03mg/L以 下から0 01mg/L以下に強化されます。



別表 7           毎日検査

毎日検査

※ 毎1～3は、法令に定められた毎日検査の項目です。
※ pH値は水道水の性状確認のため行います。
※ 毎日検査については、自己検査で行います。

別表 8 水質管理目標設定項目

備考
※ ○印の検査項目について、年1回検査を行います。
※ ―印の検査項目は、検査を行いません。
※ 農薬類については、別表11で設定している項目を原水において年1回検査を行います。
※ 平成23年度より、目8「トルエン」の基準値が004m富/L以下から002m富/L以下に強化されます。
※ 休止水源となつている見取原6号井は、取水を再開する際に見取原地下水と同じ項目の検査を実施します。

匿

ｏ
．

唄

Ｎ
毎日検査項目 評価 検査頻度 (回/年 )

毎 1 色 異常なし 365

毎 2 濁り 異常なし 365

毎 3 消毒の残留効果 (残留塩素 ) 0.lmg/L以上 365

毎 4 異常な具味 異常なし 365

毎 5 pHl亘 58以上 8.6以下 365

備考

口
口

ｏ
，

項

Ｎ
検査項目

検査地点別検査実施項目

安和公民館 屋我地支所
潮平川湧水

羽地大川

九年又ダム
屋部中継
ポンプ場
付近

喜瀬
流量計室

底仁屋橋
付近

原
水
取
下
見
地

辺野古ゲム中央浄水場
付近

呉我 (仮 )

稲嶺 (仮 )

目 1 アンチモン及びその化合物 ○ ○ O O O ○

目2 ウラン及びその化合物 ○ O O O

目3 ニッケル及びその化合物 O O O

目4 亜硝酸態窒素 O O O O ○ O

目5 1,2-ジクロロエタン O O

目6 削除

目 7 削除

目8 トルエン O O

目9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) O O ○ O O O

目lC 亜塩素酸

二酸化塩素を使用していないため、検査を省略します。目桐 削除

目11 二酸化塩素

目1( ジクロロアセトニトリル O O ○

目1と 抱水クロラール O O ○

目1〔 農薬類 錫J表11参照) O O O

目1( 残留塩素

水賀基準項目として検査を行います。(別表1～ 9、 12参照 )目 1 カルシウム、マグネシウム等(硬度)

目11 マンガン及びその化合物

目1( 遊離炭酸 O ○ O O O ○

目2( 1,1,耳―トリクロロエタン O ○ O O O ○

目21 メチル■―ブチルエーテル O O

目2, 有機物等(過マシカ
・ン酸カリウム消費量) 水質基準項目の「有機物 (全有機炭素 (TOC)の量)」 により管理を行います。

目2〔 臭気強度(TON) O O ○ O O O

目2之 蒸発残留物

水質基準項目として検査を行います。(別表1～ 9、 12参照 )目2〔 濁度

目2( pH値

目2二 腐食性(ランゲリア指数) O O O O O ○

目2〔 従属栄養細菌 年4回検査 年4回検査 年4回検査 年4回検査 年4回検査 年4回検査

目2〔 1,1-ジクロロエテレン O O

目3( アルミニウム及びその化合物 水賞基準項目として検査を行います。(別表1～ 9、 12参照 )



別表 9

備考
※1原水水質の性状等を把握するために、検査地点によっては検査頻度を増やす項目です。
※2見取原6号井戸は、現在、休止水源ですが、水質の安全性を確認するために年1回の検査を行います。
加えて、取水を開始する際には検査実施し、水質の安全性を確認します。

原水水質検査項目及び検査頻度

田
田

　

　

α

項
　
Ｎ

検査項目

検査地点別検査頻度 (回 /年 )

潮平川湧水 見取原地下水 羽地大川 九年又ダム 辺野古ダム
見取原6号

井戸
※2

1

2

一般細菌

大腸菌

4

12

4

12

4

12

4

12

４

．

‐２

1

1

カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物

2

2

2

2

1

1

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

7

8

ヒ素及びその化合物

六価クロム化合物

2

2

2

2

2

2

2

2

2 1

1

9

10

シアン化物イオン及び塩化シアン

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
※I

2

4

2

4

2 2

2

1

1

フッ素及びその化合物

ホウ素及びその化合物

2

2

2

2

2

2

2

2

2 1

1

四塩化炭素

1,4-ジオキサン

2

2

2

2

2

2

２

一

２

1

1

シスコ,2-ジクロロエテレン及び
トランスー1,2-ジクロロエチレン

ジクロロメタン

1

1

17

18

テトラクロロエテレン

トリクロロエテレン

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

19

20

ベンゼン

亜鉛及びその化合物

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

21

22

アルミユウム及びその化合物

鉄及びその化合物
※I

2

2

２

一

２

2

2

２

一

２

2

12

1

1

銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

マンガン及びその化合物
※〔

塩化物イオン
※1

2 2

2

2

2

2

2

12

2

1

1

27

28

カルシウム、マゲネシウム等(硬度)※

蒸発残留物
※1

12

12

12

12

2

2

2

2

1

1

２９

・

３０

陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
※1

2

2

2

12

2

12

1

1

2メテルイソボルネオール
※I

非イオン界面活性剤

2

2

12

2

12

2

2

2

1

1

フェノール類

有機物 (全有機炭素(TOC)の 量)》

2

2

2

2

2 1

1

pH値

臭気

2

2

2

2

2

2

２

一

２

1

1

色度

濁度

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

３９

一

４０

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

2

2

2

2

４

　

４

4

4

4

4

1

1

嫌気性芽胞菌 1



別表10

農薬類検査実施項目 (76項 目)

No. 項 目 No. 項 目

刊 チラウム 39 プレチラクロール

2 シマジン 40 イソプロカルブ(MIPc)

3 チオベンカルブ 41 チオファネートメチル

4 1,3-ジクロロプロペン(D― D) 42 テニルクロール

5 イツキサチオン 43 メチゲチオン(DMTP)

6 ダイアジノン 44 ブロモブチド

7 フェニトロチオン(MEP) 45 プロシミドン

8 イソプロチオランQPT) 46 ジクロベニル(DBN)

9 クロロタロニル(TPN) 47 ジメトエート

10 プロピザミド 48 ジクワット

ジクロルボス(DDVP) 49 ジウロン(DCMU)

12 フェノブカルブ(BPMc) 50 エンドスルフアン(エント'ス ,レフェート,へ
°
ンソ
・エピン)

13 イプロベンホス(IBP) 51 エトフェンプロクス

14 EPN 52 フェンチオン(MPP)

15 カルボフラン(カルボスルフアン代謝物) 53 グリホサート

16 2.4-ジクロロフェノキシ酢酸(2.4-D) 54 マラソン(マラチオン)

トリクロピル 55 メソミル

18 アセフェート 56 ベノミル

19 クロロピリホス 57 ベンフラカルブ

20 トリクロルホン(DEP〕 58 フェントエート(PAP)

21 ピ I】ずフェン手井レ 59 ブプロフェジン

22 イプロジオン 60 エチルチオメトン

23 エトリジアゾール(エクロメゾール) 61 プロベナゾール

24 オキシン銅 62 エスプロカルブ

25 キヤプタン 63 ダイムロン

26 トリクロホスメチル 64 ベンスルフロンメチル
つ
と フルトラニル 65 トリシクラゾール

28 メタラキシル 66 ジメタメトlJン

29 メプロニル 67 アプキシストロビン

30 アシュラム 68 イミノクタジン酢酸塩

31 ピリブチカルブ 69 ホセチル

32 ブタミホス 70 ポリカーバメート

33 ペンデイメタリン 71 ハ ロスルフロンメチル

34 アラクロール 72 チオジカルブ

35 カルバ IJル (NAC) 73 プロピコナゾール

36 エデイフェンホス(エジフェンホス.EDDP) 74 トリフルラリン

つ
０ フサライド 75 カフェンストロール

38 メフェナセット 76 フィプロニル

※ 農薬類の検査は、原水において年1回検査を行います。



別表 11

別表 12

浄水場出口検査

クリプトスポリジウム、ジアルジア検査

夏 E
水質基準項目 基準値 中央浄水場出口 辺野古浄水場出ロ 設定理由

1

2

臭素酸

アルミニウム及びその化合物

001 mg/L以 下

0.2 mg/L以 下

12回/年

12回/年 12回 /年

浄水処理工程の確認のため行います

3

4

鉄及びその化合物

マンガン及びその化合物

0。3 mg/L以下

0,05 mg/L以 下

一
　

　

　

一

12回 /年

12回 /年

5

6

カルシウム、マグネシウム等(硬度)

蒸発残留物

300 mg/L以 下

500 mg/L以 下

12回/年

12回/年

4回/年

4回/年

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3 mg/L以下 12回 /年

※ ―印は検査を行いません。

検査地点 検査回数 種別 備 考

1 中央浄水場出口 4回 /年 浄水 中央浄水場処理系統

2

3

辺野古浄水場出ロ

屋我地支所

4回 /年

4回 /年

浄水

浄水

辺野古浄水場処理系統

企業局受水系統

4

5

潮平川湧水

羽地大川

4回 /年

4回 /年

原水

原水

自己水源

自己水源

6

7

見取原地下水

九年又ダム

4回 /年

4回 /年

原水

原水

自己水源

自己水源

8

9

辺野古ダム

見取原6号井戸

4回 /年

1回 /年

原水

原水

自己水源

自己水源 (休止水源 )

※ 休止水源の見取原6号井戸から取水する場合は、他の水源と同じ頻度でクリプトスボリジウム、ジアルジアの検査を実施します。


